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ドイツ税務会計制度の構造(1)
11ieStructureofAccountingSysteminGermany

鈴 木 義 夫

YoshioSuzuki

1.は じめ に

ドイツ連邦共和国(以 下たんに ドイツと呼ぶ ことにする)に は,現 在,ほ ぼ50種 類の租税

が存在 している。その徴収税額の大 きさと税収全体に占める割合で とくに重要なものが,以 下

に示されている。
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第1図 ドイツ連邦共和国の税収

No. 租税種類 収入額 単位10億DM 税収全体に占める割合%

1991年 1986年 1991年 1986年

1 所得に関わる税

a) 賃金税 214.2 152.2 32.36 33.64

b) 査定済所得税 41.5 29.9 6.27 6.61

c) 資本収益税 11.4 8.1 1.72 1.79

所得税合計 267.1 190.2 40.35 42.04

d> 法人税 31.7 32.3 4.79 7.14

e) 連帯付加税 10.5 0.00 1.59 0.00

合 計 309.3 222.5 46.73 49.18

2 売上高税 179.7 111.1 27.14 24.56

3 石油税 47.3. 25.6 7.15 5.66

4 営業税 41.3 32.0 6.24 7.07

5 タバ コ税 19.6 14.5 2.96 3.21

6 自動車税 11.0 9.4 1.66 2.08

7 土地税 9.9 7.6 1.50 1.68

8 関税 8.3 5.2 1.25 1.15

9 財産税 6.7 4.4 1.01 0.97

10 保険税 5.9 2.6 0.89 0.57

11 蒸留酒税 5.6 4.1 0.85 0.91

12 土地取得税 4.5 3.2 0.68 0.71

13 相続税 2.6 1.9 0.39 0.42

14 富籔税 2.4 1.7 0.36 0.38

15 コ ー ヒ ー税 2.2 1.7 0.33 0.38

16 ビー ル税 1.6 13 0.24 0.29

17 発泡性ワイン税 1.1 0.7 0.17 0.15

18 会社税(資 本取引税) 0.6 0.5 0.09 0.11

19 防火税 0.4 0.4 0.06 0.09

20 手形税 0.3 0.4 0.05 0.09

21 砂 糖 税1 0.2 0.1 0.03 0.02

22 有価証券取引税 0.1 0.7 0.02 0.15

23 その他 1.3 0.8 0.20 0.17

合 計 661.E 452.4 100.00 100.00

(出 所:StatischesBundesamtJahrbuch,1987,Tax.19.5お よ び 同 書1991,Tab.20.6:in

DieterSchneeloch,BesteuerungundbethebUcheSteuerpolitik,Band1:Besteuerung,2.Aufl.,

1994,MUnchen,S.6)

第1図 か ら明 らか に な る こ と は,所 得 に関 わ る 税,と りわ け,賃 金 税 と売 上 高 税 の 税 収 全 体

に 占め る割 合 の 大 き さで あ る。 この 一 般 大 衆 に課 せ られ る 二 つ の税 金 だ け で,1986年 で は58.2

パ ー セ ン ト,そ して1991年 で は59 .5パ ー セ ン トに も達 して お り,抜 きん で た 重 要 性 を有 して

い る こ とが 明 らか とな る。 さ ら に,そ の 割 合 が増 加 して い る点 に も注 目 して お く必 要 が あ る。

こ れ と は 対 照 的 に,法 人 所 得 に課 せ ら れ る税 は,1986年 の7.14パ ー セ ン トお よ び1991年 の
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4.79パ ーセ ントという数値が示 しているとお り,そ の税収全体 に占める割合は相対的に低 く,

しか も,そ れが減少傾向 を示 していることが明 らかになる。さらに,1994年 度から適用され

る税率が,一 方では引上げ られ(売 上高税率が14パ ーセン トから15パ ーセン トへと引上げ ら

れた)て お り,他 方では引下げられている 一 法人税率が,1994年 度から,50パ ーセ ン トか

ら45パ ーセ ン ト(留 保の場合)へ,そ して36パ ーセン トから30パ ーセン ト(分 配の場合)へ

とそれぞれ引下げられた(法 人税法弟23条 第1項 および第32条 第4項)一 ことを考え合わせ

ると,こ うした傾向は一段 と顕著なものとなる。ここには,法 人税が減少傾向を示 しているの

にたい して,一 般大衆 に課せられる所得税 と売上高税が増加傾向を示 して きているという矛盾

した傾向がみられるのである。こうした点は,現 在の ドイツ会計制度の研究に際 してはとくに

注意 してお く必要がある。 というの も,こ のような状況のなかで,課 税対象 となる利益 を算定

し,こ の利益 によって決め られる税金や配当金の大 きさを社会的に認められたもの,社 会的に

合意せられたもの とす るための仕組み,そ れが会計制度に他 ならないか らである。したがって,

会計制度の在 り方 とその機能 を解明する際には,こ うした状況が重要な意味 をもつ もの と考え

られるのである。こうした点 を念頭において,以 下では,ド イツにおける会計制度の在 り方の

特徴 と機能を解明するためのいわば予備的作業 として,ド イツにおける税務会計制度の構造 を

考察することにする。

H.ド イツの租税制度に関 する概観

(D財 政 収 入 の 体 系 に お け る 租 税

国 家(も し くは 国 庫)の 最 も重 要 な収 入 源 泉 は租 税 で あ る が,し か し,そ れ が 唯 一 の 収 入 源

泉 と い う わ け で は な い 。 国 庫 へ の 収 入 は,一 方 に お け る 「租 税 公 課 」(Abgabpn)と 他 方 にお

け る 「経 済 活 動 お よび 財 産 か らの 収 入 」(EinnahmenauswirtschaftlicherBetatigungundaus

Verm6gen)か ら成 っ て い る 。 こ こ で い う租 税 公 課 とは,国 家 が そ の 「財 政 高 権 」(6f6entliche

Finanzhoheit)に 基 づ い て,収 入(も し くは歳 入)を 得 る た め に徴 収 す る 支 払 額(Zahlungen)

を 意 味 して い る。 そ れ は さ ら に,租 税,税 務 上 の 付 随 給 付 お よ び負 担 金 な ら び に 手 数 料 と に分

類 され る1)。

「租 税 」(Steuem)は,国 お よ び 地 方 自 治 体 が 必 要 とす る一 般 的 な資 金 を まか な う た め に徴

収 され る。 そ れ は 「公 法 上 の 団 体 」(6丘entHch-rechtHcheK6rperscha旬 の 特 別 な 給 付 に た い す

る 反対 給 付 を意 味 す る もの で は ない 。 租 税 は,公 法 上 の 団 体 に よ っ て の み徴 収 され う る もの で

1)Schneeloch,Dieter,BesteuerungundbetrieblicheSteuerpoli極k,Band1:Besteuerung,2.Aunage,M伽chen,

1994.S.5-6.
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あ り,そ れ も,税 法 が 給 付 義 務 と結 び つ け て い る 構 成 要 件 が 実 現 した場 合 に限 り,徴 収 され る

の で あ る 。 「税 務 上 の付 随 給 付 」(SteuerlicheNebenleistungen)は,そ の 徴 収 が 収 入(歳 入)

の 獲 得 を 目的 と して い な い とい う点 で,租 税 とは 異 な る 。 こ れ には,納 税 申告 書 の 提 出 が 遅 れ

た場 合 の 遅 延 料,納 税 の 遅 れ に よ り生 じる 延 滞料 お よび 脱 税 等 に た いす る 罰 金 が 含 ま れ る。 そ

の 徴 収 目 的 は 納 税 の 促 進 や 脱 税 の 防 止 に あ る。 さ ら に,「 負 担 金 」(Beitrage)と は,公 共 の 施

設 か らの 持 続 的 な便 益 の 提 供 を 受 け て い る 者 が 納 入 しな け れ ば な らな い 公 課 で あ る。 そ の 際,

、こ の 公 課 は,「 便 益 を 利 用 す る こ と と は 関 わ りな く」(unabhangigvonderInanspruchnahme

desVorteils)徴 収 さ れ る とい う こ と が 前 提 と され て い る 。 こ れ に は,社 会 保 険 に た い す る 負

担 金,道 路 隣 接 者 負 担 金,湯 治 場 税 お よ び 商 工 会 議 所 負 担 金 が 含 まれ る 。 ま た,「 手 数 料 」

(GebUhren)は,公 法 上 の 団 体 に よ っ て 「事 実上 提 供 さ れ た か ま た は 提 供 さ れ る はず の 給 付 」

(tatsachlicherbrachteodernochzuerbringendeLeistung)に た い して徴 収 さ れ る も の で,こ れ

に は行 政 の特 別 給 付 にた い す る手 数 料 と公 共 の施 設 また は設 備 の 利 用 に た い す る手 数 料 が 含 ま

れ る 。

こ の よ う に,負 担 金 と手 数 料 は,こ れ に 特 定 の 者 また は集 団 に役 立 つ 公 の機 関 の 給 付 が 対 立

して い る とい う点 で,租 税 と は異 な る。 租 税 が 徴 収 され る の は,公 法 上 の 団体 の 一 定 の 給 付 を

支 弁 す る た め に で は な く,「 一 般 的 な 国 家 支 出 を ま か な う た め に 」(zurDeckungder

allgemeinenStaatsausgaben)徴 収 され る の で あ る2)。

(2)課税 目 的 と そ の 帰 結

古 典 的 な 自 由 主 義 思 想 の も と で は,「 国 家 の 任 務 遂 行 に と っ て 必 要 な 資 金 の 調 達 」

(BeschaffungderfUrdiestaatHchenAufgabenerforder藍chenMittel)が 課 税 目的 と され た。 こ

の よ うな 見 解 に よれ ば,国 家 は経 済 活 動 に積 極 的 に関 与 すべ き で は な く,経 済 的 に は 中 立 的 に

行 動 しな け れ ば な らな い と され た3)。 しか.し,今 日で は,国 民 の 税 負 担 の 高 さは そ の 「給 付 能

力 」(Leistungs鉛higkeit)に 従 っ て 決 定 さ れ な け れ ば な ら な い と す る,「 給 付 能 力 原 則 」

(Leistungsfahigkeitsprinzip)が 課 税 の 基 礎 に据 え られ て い る 。 こ の 原 則 に よれ ば,す べ て の 自

然 人 は そ の経 済 的 給 付 能 力 に従 っ て比 較 的 に 等 しい 犠 牲 を負 わ な け れ ば な ら な い と され る の で

あ る 。 そ し て こ の 犠 牲 を 測 定 す る 尺 度 と し て,自 然 人 の と こ ろ で 発 生 し た 「所 得 」

(Einkommen)が 用 い られ る の で あ る 。 しか も,こ の発 生 した 所 得 の 一 部 が 税 金 と して 取 上 げ

られ る の で あ る が,こ の 部 分 の 効 用 の 大 き さ は納 税 義 務 者 の 間 で 相 対 的 に 等 し くな ら な け れ ば

な ら な い と さ れ るの で あ る 。 そ こで,立 法 者 は 納 税 義 務 者 に つ い て の効 用 関 数 を 基 礎 と して,

2)Ebd.,S.7-8.

3)Ebd.,S.8.
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限界 効 用 の 逓 減 を想 定 す る な ら ば,所 得 の 上 昇 に と も な っ て,「 累 進 的 な税 率 」(progressiver

Steuertarif)で 課 税 をお こ な う こ とが 合 理 的 な も の と さ れ る 。 今 日で は,す べ て の 工 業 国 に お

い て,こ の 累 進 的 な所 得 税 率 が 自明 の こ と とみ な され て い るの で あ る4)。

と こ ろ で,こ こで 注 意 して お か な け れ ば な ら な い の は,自 然 人 の 所 得 が そ の 「発 生 の 側面 」

(Entstehungsseite)に お い て だ け で な く,そ の 「使 用 の 側 面 」(Verwendungsseile)す な わ ち

消 費 の 場 面 で も課 税 され る と い う点 で あ る 。 今 日で は,ほ と ん ど の工 業 国 に お い て,一 般 的 な

消 費 税 が 「売 上 高 税 」(Umsatzsteuer)や 「付 加 価 値 税 」(Mehrwertsteuer)と い う名 称 の もと

で 存 在 して お り,と くに,こ の 売 上 高 税 は,一 般 的 に,所 得 税 を補 足 す る重 要 な租 税 とみ な さ

れ て い るの で あ る。 とい うの も,国 家 の高 い 財 政 需 要 を充 足 す る た め に所 得 課 税 だ け を もって

す る な ら ば,そ れ は 非 常 に高 い 税 率 を課 す る こ とに つ なが り,勤 労 意 欲 の 減 退 と税 の逃 避 を引

起 こ しか ね な い か らで あ る5)。

(3)課税の財政外的 目的

財政上の目的とならんで,し ば しば,「財政外的目的」(auβer飴kalischeZwecke)も 税務上

の措置によって追求 されている。とくに重要なのが 「経済の振興」(Wirtschaftsf6rderung)で

ある。 この目的のために,立 法者は,し ばしば,加 速償却一すなわち税務上通常許容されてい

る程度を超 えた減価償却一の利用を認めているのである。このように償却 をお こなうことによ

って,そ の恩恵をこうむる者は,所 得 についてこれらの者によって支払われるべ き租税,し た

がって,最 終的には,そ れぞれの年度の 「税負債」(Steuerschulden)そ れ自体 をも減少 させ

ることが可能となるのである。 しか し,こ のような減価償却による恩恵に浴するのは,投 資を

おこなう者だけに限られる。「これ らの者だけが,そ れゆえ,税 務上り恩典 を享受することが

できるのである。このようにして,立 法者は,一 定の者の集団に投資することを奨励 しようと

しているのである」6)。

さらに,た とえば,新 しい技術の開発 を促進 させることをつ うじて総合経済の長期的な成長

をはかった り,景 気の短期的な動向に影響 を及ぼ したり,さ らには,特 定の地域または経済部

門の振興をはかった りすることが,税 務上の措置 をつ うじておこなわれている。

こうした経済政策的目標のほかに,財 産の集中を妨げ,財 産のより広い分散 をはかる という

「社会政策的 目標」(soz量alpolitischeZiele)の 達成が,税 法上の措置をつうじてお こなわれる。

また立法者は,相 続税や贈与税の設置,さ らには所得税率の累進性の強化 といった 「租税政策

4)Ebd.,S.8。

5)Ebd.,S.9。

6)Ebd.,S.9.
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的措置」(steuerpohhscheMaβnahmen)に よって,「 所得 と財産の再分配」(Umvertenungvon

EinkommenundVe㎜6gen)を 実施することもできるのである。 なお,タ バコ税やアルコール

税のように,高 率で課税することによって,立 法者がタバコやアルコールによる享楽を抑止 し

ようとすることもよくおこなわれているところである。 しか し,こ の種の措置 の効果について

は,そ れが社会的に望 ましくない副作用 をもたらす可能性があるとして,疑 問視されている7)。

以上 にみたところがら,一 般大衆の所得については,そ の発生の側面(こ こでは累進的な税

率が適用される)と 使用の側面の両面で課税 されるのにたい して,投 資をおこなう特定の集団

(大企業)に たい しては,「経済の振興」 をはかるとい う論理のもとに,加 速償却に代表される

よう な,税 の軽減措置が講 じられているのである。われわれは,こ うしたいわば矛盾 した構造

の枠組みのなかで,所 得 の算定とそれへの課税がおこなわれているごとに注意 してお く必要が

ある。

(L)租税 体 系 とそ の 合 理 化 論

さ て,こ の よ うな矛 盾 した 課 税 構 造 が どの よ う な論 理 に よ っ て 合 理 化 され る を,以 下 で み る

こ とに す る 。

課 税 の 合 理 的 な体 系 を つ く り上 げ る た め に,こ れ ま で,多 くの 試 み が な され て きた 。 そ の よ

う な 試 み は まず,「 個 人 的 主 義 一 功 利 主 義 的 国家 観 」(individualistisch-utilitaristischeStaats-

auffassung)を 基 礎 とす る 学 者 集 団 に よ っTな され た 。 こ う し た 国家 観 の 全 盛 期 が17世 紀 お よ

び18世 紀 で あ っ た 。.しか し,19世 紀 お よ び20世 紀 初 頭 の 自 由 主 義 お よび 新 自 由主 義 の 時 代 に

お い て もな お,そ う し た見 解 が 大 き な役 割 を演 じ て い た 。 こ う した国 家 観 に共 通 す る点 は,課

税 を 国 家 と国 民 との 間 の 一 種 の 交 換 と み な し,租 税 の も つ 「一 般 的 な 対 価 性 」(genereller

Entgeltcharakter)を 擁 護 した とい う と こ ろ に み る こ とが で き る 。 そ こ で は,個 人 の 租 税 給 付

と,租 税 の 支 払 者 が そ れ と引 換 え に 国 家 に た い して 要 求 す る給 付 との 間 に,数 量 的 な対 応 関 係

の 存 在 が 要 求 さ れ た 。 こ う した 考 え 方 を基 礎 とす る 「等 価 理 論 」(Aquivalenztheorie)は,し

か し なが ら,今 日で は ほ とん ど否 定 さ れ て お り,せ い ぜ い の と こ ろ,手 数 料 と負 担 金 を説 明 す

る 際 に適 用 さ れ る程 度 の 意 義 しか も っ て な い8)。

課 税 を合 理 化 す る 第 二 の 理 論 は,「 犠 牲 理 論 」(Opfertheorie)と 呼 ば れ る も の で あ る。 この

犠 牲 思 考 を 基 礎 とす る 現 代 的 な 形 態 が,課 税 目 的 と の 関 連 で す で に み た 「給 付 能 力 原 則 」

(Leistungsfahigkeitsprinzip)で あ る 。 こ の 原 則 が,今 日で は,「 課 税 の 支 配 的 な 原 則 」

(beherrschendesPrinzipderBesteuerung)と み な さ れ て い るの で あ る9)。

7)Ebd.,S.9-10.

8)Ebd.,S,10.
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皿.現 行法による租税の概念

ドイ ツ に お い て は,租 税 の 概 念 は,憲 法 上,大 き な 意 義 を 有 して い る 。 ド イ ツ 基 本 法

(GrundgesetzfUrdieBundesrepublikDeutschlandvom23.Mai1949)で は,一 般 的 な 立 法 権 限

(第70条 以 下)と 租 税 に 関 す る立 法 権 限(第105条)と が 区 別 さ れ て お り,連 邦 の 一般 的立 法

権 限 に よ っ て は 規 律 で き な い 諸 問 題 が,後 者 の 権 限 に 基 づ く 規 範 で あ る,「 租 税 法 」

(Steuergesetz)に よ っ て 規 律 さ れ て い る 。 そ の 際,租 税 概 念 は,憲 法 で は,一 意 的 に は定 義

さ れ て お らず,「 租 税 公 課 法」(Abgabenordnung)の 第3条 第1項 にお い て 規 律 され て い る の で

あ る。 そ れ に よ れ ば,「 租 税 」(Steuern)は 次 の よ う に 定 義 さ れ て い る 。 す な わ ち,そ れ は

「特 定 の 給 付 に た い す る 反 対 給 付 を表 わす もの で は な く,収 入 を獲 得 す る た め に公 法 上 の公 共

組 織 に よ りすべ て の者 に課 せ られ る 貨 幣 給 付 で あ る。 た だ し,こ れ ら の者 につ き,法 律 が給 付

義 務 に結 び つ け て い る構 成 要 件 が 満 た さ れ て い る もの とす る。 収 入 の 獲 得 は副 次 目的 とな りう

る 。 関 税 お よび 農 産 物 関 税 は,本 法 に い う租 税 で あ る 。」

こ う した 租 税 公 課 法 に い う租 税 が 存 在 す る た め に は,し た が っ て,次 の よ うな 要 件 が 満 た さ

れ て い な け れ ば な らな い10)。

① 一 回 限 りか,ま た は 継 続 的 な 「貨 幣給 付 」(Geldleistung)が 問 題 と な る 。

② そ れ は 「公 法 上 の 公 共 組 織 に よ り課 せ られ 」(雌entlich-rechtlichesGemeinwesenauferlegt)

な け れ ば な ら な い 。

③ 特 定 の給 付 に た い す る 「反 対 給 付 」(Gegenleistung)を 表 す もの で は な い 。

④ この 貨 幣 給 付 は 「収 入 の 獲 得 の た め に」(zurErzielungvonEinnahmen)徴 収 され な け れ ば

な ら な い 。

⑤ 法 律 が納 税 義 務 に 結 び つ け て い る 「実 体 法 上 の構 成 要 件 」(materiel1-rechtlicherTatbestand)

が 満 た され て い な け れ ば な ら な い 。

第1の 要 件 に よれ ば,租 税 とい う と き,問 題 と な る の は 一 回 限 りか ま た は 継 続 的 な貨 幣 給付

で あ っ て,物 納 は こ こで い う租 税 で は な い 。 さ らに,貨 幣 給 付 が 一 回 だ け 支 払 わ れ な け れ ば な

ら な い と き は,貨 幣 給 付 は 一 回 限 りの もの と な る 。租 税 法 の効 果 は そ の 構 成 要 件 を な す 前 提 を

一 回 満 た す こ とに よ り生 じか つ そ れ で 尽 きる の で あ る。 一 回 限 りの租 税 に は ,た とえ ば,相 続

税,土 地取 得 税,消 費 税,お よ び 関 税 が あ る 。 な お,こ の一 回 限 りの 貨 幣 給 付 は,そ れ が 分 割

払 い で 納 入 さ れ る 場 合 に も存 在 す る 。 ま た,継 続 的 租 税 とは,定 期 的 に繰 返 させ る期 間 につ い

て 徴 収 さ れ る も の を指 す 。 こ れ に数 え られ る もの に は,た と え ば,所 得 税,法 人 税,営 業税,

9)Ebd.,S.10.

10)Ebd.,S.11.



78『 明大商学論叢』第79巻 第1・2号(78)

売 上 高 税 お よ び 財 産 税 が あ る。 こ れ らの 租 税 につ い て は,そ れ が た だ 一 回 だ け徴 収 さ れ る とい

う事 例 一 納 税 義 務 者 が 所 得 税 に 関 す る初 回 の 納税 申告 をお こ な っ た後 に外 国 に 移住 して し ま う

とい っ た 事 例 一 は,重 要 で は な い11)。

第2の 要 件 に よ れ ば,貨 幣 給 付 は公 法 上 の公 共 組 織 に よ り徴 収 さ れ な け れ ば な ら ない 。 こ こ

で い う 公 法 上 の 公 共 組 織 と は 「公 法 上 の す べ て の 法 人 」(allejuristischenPersonendes

6f重entlichenRechts)で あ る。 これ に は,連 邦,1卜L群,市 町 村,市 町 村 連 合 お よ び 公 法 上 の

団 体 で あ る 教 会 が 含 ま れ る 。 こ れ らの 団 体 に よ っ て 貨 幣 給 付 が 「課 せ ら れ る 」(auferlegt)の

は,そ の 義 務 づ けの 法 的 根 拠 が 一 方 的 な もの であ り,か つ,そ の 義 務 を負 わ され た 者 の 意 志 に

関 わ りな く,「 高 権 的 行 為 に よ り」(durchhoheitlichenAkt)決 定 さ れ る場 合 で あ る。 これ に よ

り,租 税 は 「公 手 」(碓entlicheHand)の 事 業 収入 か らは 区 別 され る1.)。

第3の 要 件 に よ れ ば,納 税 義 務 者 の 給 付 は 国 家 の 特 定 の 給 付 に た い す る 「反 対 給 付 」

(Gegenleistung)と い っ た性 質 の も の で は な い。 この 給 付 が,結 果 的 に,し か も間 接 的 に 納 税

義 務 者 の 利 益 に つ なが る とい うか た ち で,租 税 の 徴 収 に特 定 の 目的 を 結 び つ け る こ と(い わ ゆ

る 目的 税)は,こ こで い う反 対 給 付 で は ない 。 租 税 の 目 的 を拘 束 す る こ とは,現 在 の ドイ ツ に

お い て は お こ な われ て い ない 。 ま た 第4の 要 件 に よ れ ば,貨 幣 給 付 は 「収 入 を獲 得 す る た め に」

(zurErzielungvonEinnahmen)課 せ られ な けれ ば な らな い の で あ るが,そ の 際,こ れ 以 外 の

目的 に つ い て も',課 税 に よ っ て 追 求 す る こ とが で き る 。 そ して 最 後 の 要 件 は,「 課 税 の構 成 要

件 の 充 足 性 」(Tatbestandsma応igkeitderBesteuerung)と も呼 ば れ る もの で あ り,租 税 法 が 納

税 義 務 者 の 根 拠 と して い る実 体 法 上 の構 成 要 件 が 満 た さ れ た と き,お よ び 満 た さ れ た 限 りに お

い て の み,租 税 を徴 収 す る こ とが で きる と い うこ と を意 味 して い る 。 こ こ で は,と く に,行 政

の 一 般 原 則 で あ る構 成 要 件 の 充足 性 とい う原 則 が 強 調 さ れ て い る の で あ る13)。

IV.租 税の分類

多数の個別の租税は,こ れを異なる基準にしたがって分類することができる。 まず,課 税の

構成要件に したがえば,所 有税,取 引税,消 費税お よび関税に分類することができる。その測

定基礎 にしたが えば,収 益税,取 引税お よび実体視に,ま た,転 嫁の可能性にしたがえば,直

接税 と間接税に,そ れぞれ,分 類す ることができる。さらに,人 または物 にたいする課税 とい

うことで分類すれば,対 人税 と対物税 に分けられ,課 税権にしたがって分類すれば,連 邦税,

11)Ebd.,S.11.

12)Ebd.,S.11.

13)Ebd.,S.11-12.
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州税,市 町村税および共同税 に分けることができる。 しか し,こ こでは,こ れらの租税 を,税

収に しめる割合で測定 した,そ の経済的重要性に したがって考察することにする14)。

(1)所有 税,取 引 税,消 費 税 お よ び 関 税

「所 有 税 」(Besitzsteuern)と は,そ の 測 定 基 礎 が 所 有 に 結 び つ け られ て い る 租 税 で あ る 。

こ こ で は,所 有 対 象 と な る 「財 産 」(Verm6gen)も し くは 「財 産 か ら の 収 益 」(Ertragaus

demVe㎜6gen)が 測 定 の 基 礎 と され る。 前 者 に は 財 産 税 と土 地 税 が 属 し,後 者 に は と くに所

得 税,法 人 税 お よび 営 業 収 益 税 が 属 す る15)。

「取 引 税 」(Verkehrsteuem)は 法 取 引 ま た は 経 済 取 引 とい う事 象 に 結 び つ け られ た 租 税 で

あ る。 こ れ に属 す る 租 税 と して は,た と え ば,商 品 また は製 品 の 販 売 に結 び つ け られ て い る売

上 高 税,あ る い は 土 地 の売 却 に結 び つ け られ て い る土 地 取 得 税 が あ る 。

「消 費 税 」(Verbrauchsteuer)は そ の測 定 基 礎 が 対 象 物(物 品)の 消 費 に結 び つ け ら れ て い

る と い う こ と に よ って 特 徴 づ け られ る。 と くに,石 油 税,タ バ コ税,ビ ー ル税 お よび発 泡 ワ イ

ン税 が こ こ に 含 め られ る 。 こ こ で 注 意 しな け れ ば な ら な い の は,「 売 上 高 税 」(Umsatzsteuer)

の 占 め る 特 別 の位 置 で あ る。 こ の 税 は,た しか に,法 的 に は,取 引 税 に属 す る が,し か し,そ

の 経 済 的 効 果 と い う点 か ら み れ ば,一 般 大 衆 に 課 せ られ る 税,す な わ ち,「 一 般 的 消 費 税 」

(allgemeineVerbrauchsteuer)と もい うべ い もの で あ る か らで あ る 。 「関 税 」(Z611e)は1対 象

物(物 品)を 内 国(関 税 領 域)に 輸 入 した と きに徴 収 さ れ る。 た だ し,こ れ は 欧 州 共 同 体 加 盟

国 か らの 輸 入 に た い して は 適 用 され な いis)。

(2)収益 税,実 体 税,取 引税

こ の 分 類 は,「 経 営 経 済 的 租 税 論 」(BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre)に 関 す る 文 献17)

(た と え ば,G.Rose)に み ら れ る もの で,租 税 を そ れ ぞ れ の 主 要 な 測 定 基 礎 に した が っ て分 類

し よ う とす る も の で あ る 。 す な わ ち,「 収益 税 」(Ertragsteuern)は 収 益 に し た が っ て,「 実 体

税 」(Substanzsteuern)は 法 律 に お い て 詳 細 に 規 定 され て い る 財 産 ま た は 実 体 に し たが って,

14)Ebd.,S.12-13.

15)Ebd.,S.13.

16)Ebd.,S,13..

17)た と え ば,GertRoseは,経 営 経 済 的 租 税 論 の 体 系 を,収 益 税,取 引 税,実 体 税,課 税 手 続 お よ び 国 際 租 税

法 と い う5冊 の 書 物 を も っ て 提 示 し て い る 。

Rose,Gert:BetdebundSteuer:Grundlagenzurbethebswirtscha食lichenSteuerlehre,Wiesbaden,1991:

ErstesBuch:DieErtragsteuern;ZweitesBuch:DieVerkehrsteuem;

DrittesBuch:DieSubstanzsteuem;ViertesBuch:GrundzUgedes

Besteuerungsverfahrens;FUnftesBuch=GrundzUgedesIntemationalenSteuerrechts.
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そ して 「取引税」(Verkehrsteuern)は 法律上のまたは経済的取引 とい う事象 にしたがってそ

れぞれ測定 されるのである。こうして,収 益税には所得税,法 人税および営業収益税が属 し,

実体税 には財産税,土 地税,営 業費本税,相 続税および贈与税が属することになる。取引税 に

は,上 述 した租税が含 まれる。ただ し,こ うした分類には消費税 と関税は含まれていない。こ

「れ らの租税は特殊な物品の消費 または輸入 される経済財のわずかな部分にのみ関わるものであ

るので,こ れらは経営経済的租税論 に関するモデル分析 においては通常は必要なもの とはみな

されていない18)。

(3)直接税および間接税

「直接税」(DirekteSteuem)と 「間接税」(IndirekteSteuem)と の問の区別は,税 負債 を

支払 う者すなわち納税者が租税によ り経済的負担 を負わされているか,あ るいは,そ の負担が

他者に関わる ものであるかに したが ってなされる。直接税では,納 税者 と経済的に負担 を負 う

者とが同一人となる。これにたいして,間 接的課税では,経 済的に負担を負 う者が納税者 とは

別人 となる。すなわち,こ こでは,税 債務者 は自らの税負債を他者に転嫁するのである。直接

税の例 としては,通 常,所 得税,法 人税および財産税があげ られる。間接税には,と くに,売

上高税 と石油税が含められる19)。

(4)対人 税 お よ び 対 物 税

「対 人 税 」(Personensteuern)は 自 然 人 また は 法 人 の 給 付 能 力 を直 接 把 握 す る も の で あ る 。

所 得 税,法 人 税 お よび 財 産 税 を そ の 例 と して あ げ る こ と が で き る 。 「対 物 税 」(Sachsteuern)

は,こ れ を狭 く定 義 す れ ば,「 物 」(Sache)の 給 付 能 力 を 把 握 す る もの と い え る。 ま た,こ の

租 税 が 物 に 「実 質 的 に」(real)に 課 せ ら れ る とこ ろが ら,「 実 物 税 」(Realsteuern)と も呼 ば

れ て い る。 そ して どの よ うな 種 類 の 租 税 が,税 法 上,実 物 税 とみ な さ れ る か に つ い て は,租 税

公 課 法 第3条 第2項 に お い て 規 定 され て い る 。 そ れ に よれ ば,土 地 税 と営 業 税 が 実 物 税 と さ れ

て い る 。 また,よ り広 い 定義 に よれ ば,実 物 税 に は,何 らか の形 で 物 に結 び つ くす べ て の 租 税

が 含 め られ,そ の 意味 で,こ れ は 「対 物 税 」(Oblektsteuem)と もい わ れ て い る20)。

18)Schneeloch,Dieter,BesteuerungundbetdeblicheSteuerpolitik,Band1:

Besteuerung,a,a,0.,s.13-14.

19)Ebd.,S.19.

20)Ebd.,S.14-15.
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(5)連邦税,州 税,市 町村税および共同税

租税 を 「徴税高権」(Steuerhoheit)に したがって区分すれば,「連邦税」(Bundessteuern),

「州税」(Landessteuem),「 市町村税」(Gemeindesteuem)お よび「共同税」(Gemeinschaftsteuem)

に分類される。ここでの徴税高権 という概念は,立 法権,収 益権および行政権 という意味で解

されている。 これらの概念については,次 節で取上げられる。連邦税 とい うとき,そ れは連邦

.がそこでの立法権 または収益権あるいは行政権 を有する租税 という意味で解されている。同様

のことは州税および市町村税に関 してもいえる。ただし,徴 税高権の三つの構成要素は,地 域

団体に異なって配分 されているので,あ る租税 を連邦税 というためには,そ れが連邦とどのよ

うな関係 にあ り,は た してそれが立法権,収 益権 または行政権 とどう関係 しているかが明らか

にされなければならない。共同税とは,徴 税高権の一つ またはそれ以上の構成要素が,少 なく

とも,二 つの地域団体 に共通 して属 しているような租税である。なお,ド イツ憲法は共同税を

収益税の領域においてのみ規定 している21)。

V.徴 税高権

徴 税 高 権 は,す で に み た ご と く,立 法 権,収 益 権 お よ び行 政 権 か ら構 成 さ れ て い る 。 「立 法

権 」(Gesetzgebungshoheit)と は 立 法 に 関 す る権 利 で あ る。 そ れ は 基 本 法 第70条 以 下 の 一 般

規 定(連 邦 お よ び諸 州 の立 法 に 関 す る一 般 規 定)を 基 礎 とす る 基 本 法105条 を つ う じて,租 税

法 に関 して 規 律 され て い る 。 「収 益 権 」(Ertragshoheit)と は徴 税 に た い す る権 利 で あ る 。 この

収 益 権 に 関す る規 定 は 基 本 法 第106条 にみ られ る。 ま た 「行 政 権 」(Verwaltungshoheit)と は

租 税 を管 理 ・執 行 す る 権 利 で あ る。 そ れ は 基 本 法 第108条 に お い て 規 律 され て い る。 こ れ らの

徴 税 に 関 す る三 つ の 権 利 が,ド イ ツで は,連 邦,州 お よ び市 町 村 に異 な っ て 配 分 さ れ て い る22)。

以 下,こ の 三 権 に つ い て み る こ と に す る。

(1)立法 権

基 本 法 第70条 第1項 に よ り,「 諸 州 は,本 基 本 法 が 連 邦 に 立 法 の 権 能 を授 与 して い な い 場 合

に 限 り,立 法 の 権 利 を有 す る 」。 こ れ は,「 諸 州 の 専 属 的 立 法 権 」(ausschlie億licheGesetz-

gebungskompetenzderLander)と い わ れ,基 本 法 が他 の場 所 に お い て 連 邦 に立 法 権 を与 え て

い な い 場 合 に 限 り適 用 され る 。 連 邦 に だ け 立 法 権 が 与 え られ て い る と き,こ れ を 「連 邦 の専 属

的 立 法 権 」(ausschlie阯cheGとsetzgebungskompetenzdesBundes)が 与 え られ て い る と い う。

21)Ebd.,.S.15.

22)Ebd.,S.15.
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諸 州 お よび連邦 に与 え られ てい る専属 的立法 権 の ほか に,さ らに,「 競 合 的立法権 」

(konkurrierendeGestzgebungskompetenz)が 存在 している。 これについて,基 本法第72条 第

1項 は,「 競合 的立法の領域 において,連 邦がその立法権 を行使 しない場合に限 り,そ の諸州

は立法の権能 を有する」 と規定 している。

さて,課 税の領域において,基 本法第105条 第1項 の 「連邦は関税および財政専売に関する

専属的立法権 を有する」という規定により,連 邦は関税 と特定の商品(た とえば,ブ ランデー)

の専売の権限を有 しているにす ぎない。他方,諸 州は,基 本法第105条 第2a項 の 「諸州は,場

所的な消費税および奢修税に関 し,そ れらが連邦法 により規律 される租税 と同種のものでない

限 りにおいて,立 法の権能を有する」 という規定により,場 所的に限定された範囲内での消費

税 と奢修税に関 してのみ,専 属的立法権 を有することになる。 したがって,そ の他のすべての

課税領域 において,競 合的立法が存在する(基 本法第105条 第2項)こ とになる23)。

しか し,租 税の徴収権の全部 または一部が連邦に帰属 してお り(基 本法第105条 第2項),連

邦が課税の領域において,そ の立法権を広範囲に行使 して きたので,今 日では,「 すべての重

要な租税法は連邦法」(allewichdgenSteuergesetzeBundesgesetze)と なっている24)。

(2)収益権

ドイツ基本法第106条 は,税 収の配分 について,い わゆる 「分離方式」(Trennsystem)と

「結合方式」(Verbundsystem)と の結合 を規定 している。

分離方式 によれば,連 邦には,基 本法第106条 第1項 に掲げる租税 を徴収する権限が属する。

それには,と くに,関 税,消 費税の大半,資 本取引税および欧州共同体の域内での租税公課等

が属 している。 また,同 条第2項 に掲げる租税については,諸 州にその徴税権が属 している。

それには,財 産税,相 続税,自 動車税およびビール税等が属 している。 さらに,同 条第3項 で

は,最 も重要な租税である,所 得税,法 人税および売上高税について,そ の徴収が連邦 と諸州

に共同に帰属す る(こ れは 「共同税」(Gemeinschaftsteuem)と 呼ばれる)こ とが規定 されて

いる。この結合法式によれば,所 得税と法人税の税収については,連 邦 と州 とがそれぞれ半分

ずつ分け合 うことになる。売上高税 にたいする連邦 と州の分け前 は,連 邦法によ り確定 されか

つ しば しば変更 される(1985年 では,65.5対34.5と なっている)。 また市町村は ,基 本法第

106条 第5項 により,所 得税の徴収額のある比率を受取ることになっている。 この比率 は各市

町村内における所得税徴収額の高 さにしたがって測定 される。市町村および市町村連合は,基

本法第106条 第7項 により,共 同税の徴収総額に占める諸州持分のうち,州 法によって決定 さ

23)Ebd.,S.16.

24)Ebd.,S.16.
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れる比率部分 を受取る。なお,物 税(営 業税お よび土地税)の 徴収権限は市町村に,ま た場所

的(地 域的)な 消費税および奢修税の徴収の権限は市町村 または州の立法に したがい市町村連

合に属 している(基 本法第106条 第1項 第1文)。 なお,こ の物税は,市 町村の最 も重要な収入

源泉 となっているのである25>。

(3)行政権

租税権の第三の構成要素が 「行政権」(Verwaltungshoheit)で ある。これは租税 を 「管理 ・

執行する」(verwalten)権 限を内容 としている。基本法第108条 は,租 税の管理 ・執行主体を,

連邦財政当局,州 財政当局,お よび市町村および市町村連合の当局に区分 している。これによ

れば,連 邦は連邦財政当局の助けをか りて,関 税,財 政専売,輸 入品の売上高税 を含む連邦法

の規律する消費税,お よび欧州共同体の域内での租税公課を管理 ・執行する。これ以外の租税

は,州 の財政当局によって管理 ・執行 される(基 本法第108条 第2項)。 また,そ の全部 または

一部が連邦に納入 される租税 を州の財政当局が管理 ・執行するときは
,当 該当局は連邦の委任

によ り活動す るこ.とになる(基 本法108条 第3項)。 さらに,諸 州は,市 町村 または市町村連合

にだけ入る租税の管理 ・執行の全部 もしくは一部を,市 町村 または市町村連合に移すことがで

きる(基 本法第108条 第4項 第2文)26)。

VI.課 税過程 に関与す る者 および機関

課税の過程 にはさまざまな人および集団が関与する。まず,課 税に服する者,す なわち,納

税義務者,税 債務者 もしくは納税者が課税の過程に関係する。 さらに,国 家の側でこれに関与

するのが,個 々の租税について管轄 を有する財政当局である。その際問題 となるのが,通 常は,

当該場所での管轄 を有する 「税務官署」(Finanzamt)で ある。

納税義務者 と財政当局 との問に争いが生 じたときは,財 政裁判権 を有する裁判所が決定を下

すことになる。 したがって,か かる裁判所 も課税の過程 に関与することになる。なお,こ の他

に,納 税義務者は,そ の税務上の義務 を自らに有利 になる形で履行す るために,「 税理士」

(Steuerberater)を 利用することがある。こうした専門職業人 も課税の関係者ということにな

る。以下では,こ うした課税に関係す る者および機関について考察することにする27)。

25)Ebd.,S.16・17.

26)Ebd.,S.1i-18.

27)Ebd.,S。19.
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(i`納税義務者,税 債務者,納 税者

「納税義務者」(Steuerp且ich廿ger)と は,租 税公課法第33条 第1項 によって,租 税法によっ

て課せられた義務のすべてを果たさなければならないすべての者とされている。 ここでとくに

重要なのは,納 税義務者の 「納税義務」(Ve!pfHchtungzurSteuerzahlung)で ある。こうした

「財産法上の義務」(ve㎜6gensrechtlicheVe!pnichtung)の 他に,租 税法は 「納税申告書の提

出義務」(Pn量chtzurAbgabeVonSteuererklarungen)や 特定の者にたいする 「記帳義務および

保管義務」(Auセeichnungs-undAufbewahrungsp伍cht)な ど,数 多 くの義務を規定 している28)。

個々の具体的な事例 において誰が納税義務者となるかについては,租 税公課法 と個別の租税

法 に したがって規定 されることになるが,一 般的 には,自 然人,法 人(と りわけ資本会社),

自然人 または法人の集団が納税義務者 となる。たとえば,自 然人は,所 得税法第1条 の諸前提

を満たす場合 には,所 得税の納税義務に服する。すなわち,こ れに該当する自然人が,租 税公

課法第33条 にい う納税義務者 となるのである。資本会社 は所得税 には服 さないが,し か し,

法人税法第1条 の諸前提が満たされているときは,法 人税の納税義務を負 うことになる。 した

が って,資 本会社も,自 然人 と同様 に,租 税公課法弟33条 にい う納税義務者 となる。

租 税 法 が 給 付義 務 と結 び つ け てい る構 成 要 件 を満 たす 著 すべ てが,「 税 債務 者 」

(Steuerschuldner)と なる(租 税公課法弟38条)。 .ただし,具 体的な事例において誰が税債務

者(ま たは税債権者)と なるかは,個 別の租税法 によって規定 される(租 税公課法第43条)。

なお,こ こでい う税債務者 という概念は,納 税義務者とい う概念の下位概念である。すなわち,

すべての税債務者は納税義務者であるが,す べての納税義務者が税債務者 となるわけではない

か らである。また,「納税者」(Steuerzahler)と は,法 律上の義務に基づいて国庫 にたいする

税債務 を支払 う者をいう。納税者は,通 常乳納税義務者であるが,し か し,若 干の事例 におい

ては,第 三者が納税者 となることがある。た とえば,賃 金税は,所 得税法の第38条(源 泉徴

収規定)お よび第41a条(雇 用者による賃金税の申告 と支払いに関する規定)に よって,被 用

者が支払 うのではな く,雇 用者が支払うことになっている。 したがって,こ こでは,被 用者が

税債務者 となるが,納 税者 となるのは,雇 用者なのである29)。

(2)財政 当 局

財 政 行 政 の 構 造 は,「 財 政 行 政 に関 す る 法 律 」(Gesetz廿berdieFlnanzverwaltung)に お い て

規 律 さ れ て い る。 そ こで は,連 邦 の 財 政 当 局 と州 の 財 政 当 局 とが 区 別 さ れ て い る 。 次 の 図 は,

財 政 行 政 の構 造 に 関 す る概 観 を示 した も の で あ る30)。

28)Ebd.,S.19.

29)Ebd.,S.19-20.
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i

連邦財政官庁i州 財政官庁

最上級の官庁:

連邦大蔵大臣

(連邦大蔵省)

最上級の官庁:

州大蔵大臣または

大蔵閣僚

(州大蔵省)

連邦上級官庁:

連邦財政庁

連邦火酒専売管理局

州上級官庁

計算センター

中級官庁

上級財政管理局

地域官庁:

税関

地域官庁:

税務官署

「連 邦 財 政 官 庁 」(Bundesfinanzbeh6rden)は,関 税 と消 費 税 を 管 理 し,州 財 政 官 庁 は所 有

税 と取 引 税 を 管 理 す る(基 本 法 第108条)。 した が っ て,最 も重 要 な租 税 は,「 州 の 財 政 官 庁 」

(Landes且nanzbeh6rde)に よっ て 管 理 され る こ とに な る。 これ は ま た,共 同 税 で あ る 所 有 税 お

よび 取 引 税 に も適 用 され る 。 な お,こ れ ら共 同 税 の 徴 収 は,基 本 法 第106条 第.3項 に よ り,連

邦 と州 と に共 通 的 に帰 属 す る 。 「連 邦 大 蔵 大 臣 」(Bundes丘nanzminister)は 連 邦 の 財 政 行 政 を

監 督 し,ま た 財 政 行 政 に た い す る管 轄 を有 す る 「最 上 級 の 州 官 庁 」(obersteLandesbeh6rde)

が 州 の 財 政 行 政 を 監 督 す る(財 政 行 政 に関 す る 法 律 第3条 第 .1項 お よび 第2項)31)。

「上 級 財 政 管 理 局 」(Obe面nanzdirektion)は,一 定 の 地 域 に お け る連 邦 と州 の 両 方 の財 政

管 理 を監 督 す る。 そ れ ゆ え,こ の機 関 は連 邦 と 同時 に 州 の 官 庁 で もあ り,連 邦 と州 の 両 方 の 職

員 に よ っ て 占 め られ て い る。 そ の 長 官 は連 邦 と 同 時 に州 の公 務 員 で もあ る(財 政 行 政 に 関 す る

法 律 第9条 第2項)。 ま た,地 域 官 庁 で あ る,「 税 関 」(Hauptzollamter)と 「税 務 官 署 」

(Finan%mter)は 純 粋 な連 邦 ま た は州 の 官 庁 で あ る 。 そ の 任 務 は個 々 の 関 税 ま た は 租 税 事 例 を

30)Ebd.,S.21.

31)Ebd,,S.20.
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取扱 うところにある。 さらに,連 邦の上級官庁には特別な任務が与えられている。連邦財政庁

には,外 国との税務上の問題 に関する証慧書類の収集 と利用についての義務が課せ られてお り,

州の上級官庁 としての 「計算セ ンター」(Rechenzentren)は,電 算機によるデータ処理によっ

て課税手続上に生 じる,租 税行政活動を処理する32)。

ここで注意すべ き点は,「 個別の租税事例は,そ れぞれの地域の管轄 を有する税務官署 によ

って処理 されるのであって,た とえば,上 級の財政管理局 とか連邦大蔵省あるいは州大蔵省に

よっては取扱 われない」33)と い うことである。 こう.した地域的な管轄権が,租 税公課法の第

17条 以下 において,規 定 されているのである。

各税務官署 は,「署長」(Vorsteher)に より監督 されてお り,税 額査定,法 的救済,税 務調

査,評 価,執 行に関する部所および財政金庫か ら構成 されている。 さらに,相 続税,取 引税,

土地取得税,自 動車税,税 務上の罰金お よび過料の処理については,複 数の税務官署に共通的

に取扱い部所が置かれている。これらの部所 は,一 つもしくは複数の専門分野から構成 されて

お り,そ の トップには,そ れぞれの専門分野のリーダーが配置されている。そうした専門分野

たは,通 常,税 額査定 に関する領域が含 まれている。そ してこの税額査定 をお こなう部所が,

所得税,法 人税,営 業税,売 上高税および財産税 に関する税額査定の管轄 を有 しているのであ

る。税額査定には,と くに,納 税申告書の取扱いか ら電算機によるデータの処理 までが含 まれ

る。 これにたい して,税 額査定書の表現を含むデータの利用は,各 州の計算センターでおこな

われる34)。

(3)財政 裁 判 権

租 税 法 で は 独 自の裁 判 権 す な わ ち 「財 政 裁 判 権 」(Finanzgerichtsbarkeit)が 規 定 され て い る 。

そ れ は 「財 政 裁 判 所 法 」(Finanzgerichtsordnung)に お い て 規 律 さ れ て い る 。 そ の 第2条 に よ

れ ば,諸 州 にお い て は 上 級 の 州 裁 判 所 と して の 「財 政裁 判 所 」(Finanzgerichte)が,そ して 連

邦 に お い て は ミ ュ ン ヒ ェ ン に置 か れ て い る 「連 邦 財 政裁 判 所 」(Bundes五nanzhof)が 税 務 問 題

に 関 す る 裁 判 権 を 有 して い る 。 つ ま り,税 務 問 題 につ い て は 「二 審 制 」(zweiinstanzlicher

Rechtszug)が と られ て い る の で あ る 。 各 財 政 裁 判 所 は1以 上 の 「部 」.(Senaten)か ら成 り,

一 人 の 長 官
,部 の議 長 とな る裁 判 官 お よ び 各 部 に属 す る複 数 の 裁 判 官 に よ り構 成 さ れ て い る 。

ま た連 邦 財 政 裁 判 所 も同 様 に構 成 され て い る が,連 邦 財 政 裁 判 所 は個 々 の 部 会 の他 に,最 上 位

の 部 す な わ ち 「大 部」(Gro脱rSenat)有 してお り,連 邦 財 政 裁 判 所 の あ る部 の 決 定 が 他 の 部

32)Ebd.,S.21.

33)Ebd.,S.21.

34)Ebd.,S.21-22.
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または大部の決定 と異なるときは,こ の大部がこれを決定することになる(財 政裁判所法弟

11条 第2項)35)。

(4)税理 士 業

租 税 に 関 す る法 律 が 複 雑 にな り,か つ,一 般 の者 に は 理 解 し に くい もの に な る につ れ て,ド

イ ツ で は,1930年 代 に お い て す で に,二 つ の 新 しい 職 業 身 分 が 形 成 され た 。 す な わ ち,一 方

に お け る 「税 理 士 」(Steuerberater)と 他 方 にお け る 「税 務 代 理 人 」(Steuerbevollm註chtigten)

で あ る 。 しか し,1972年 の 税 理 士 法 の改 正 に よ り,税 理 士 へ の 移 行 規 定 を 含 め,両 者 を 統合

す る た め の 前 提 が 整 備 さ れ た 。 そ の 結 果,現 在 で は,税 務 代 理 人 と して従 事 して い る者 の 数 は

ご くわ ず か と な っ た36)。

税 理 士 の 業 務 と して は,伝 統 的 な 「税 務 申告 の 相 談 」(Steuerdeklarationsberatung)と 「納

税 の 相 談 」(Steuerdurchsetzungsberarung)の 他 に,最 近 で は,「 租 税 形 成 の 相 談 」(Steuer-

gestaltungsberatung)が 重 要 と な っ て きて い る と い わ れ て い る 。 こ れ は,経 営 計 画 の 枠 内 で,

税 務 上 の観 点 を最 初 か ら考 慮 して お く とい う意 味 で 理 解 され て い る もの で あ る37)。

VD.課 税 に関す る法源,行 政規則,判 決および文献

課税に関連する業務 に従事す る者,た とえば,税 理士や税務官吏は,そ の実践的活動におい

て,絶 えず法律,.命 令,準 則,上 級財政管理局の処分,連 邦財政裁判所 または財政裁判所の判

決,注 釈書や専門雑誌等 を参考 にしているのである。 これらについて,以 下,み ることにす

る。

(1)課税 の 法 源

課 税 の 「法 源 」(Rechtsquellen)と な る の は,な に よ り も まず,「 租 税 法 」(Steuergesetze)

で あ る 。 法 的 根 拠 を 欠 く課 税 は 「違 法 」(rechtswidrig)と さ れ る(こ れ は 課 税 の 適 法 性

(GesetzmaβigkeitderBesteuerung)と も呼 ば れ て い る)。 こ こ で い う 「法律 」(Gesetz)と は,

租 税 公 課 法 第4条 に よ り,「 す べ て の 法 規 範 」(jedeRechtsnorm)を 意 味 して い る 。 法 律 は,

こ れ を 形 式 的 意 味 にお け る 法 律 と実 質 的 意 味 に お け る法 律 と に分 類 す る こ と が で き る38)。

35)Ebd.,S.22.

36)Ebd.,S.23.

37)Ebd.,S.23-24。

38)Ebd.,S.28.
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「形式的意味における法律」(Gese伽imfo㎜ellenSinne)と は,憲 法の定めによる正式の

手続 きによ り成立 し,正 規 に作成 されかっ公布されたすべての 「法規範」(Rechtsno㎜en)を

意味す る。 また,「実質的意味における法律」(GesetzimmateriellenSinne)と は,一 定の時,

一定の領域 においてすべての者にとり拘束的とな り,か つ,国 家権力により保障 されている,

すべての抽象的および一般的な規則である。形式的意味での法律 は,同 時に,ほ とんどすべ て,

実質的意味での法律で もある39)。

さて,形 式的な意味での租税法としては,租 税公課法,財 政裁判所法,評 価法,さ らに,租

税の個別の種類を規定する法律 として,所 得税法,法 人税法,営 業税法,売 上高税法,財 産税

法,相 続税法および贈与税法等がある。こうしたいわば正式の法律の他に,な お多数の法規範

が存在 している。それらが実質的意味における法律 といわれるものである。 ここでは とくに,

「法規命令」(Rechtsverordnung)が 問題 となる。 これは正式 な立法手続をとって成立 したもの

ではな く,行 政部門により 「命令 された」(verordnet)法 規範なのである。基本法第80条 第1

項 により,連 邦政府,連 邦大臣または州政府は法規命令 を発布する権限を与 えられているので

ある。租税法 に関する法規命令は,多 くの場合,「 施行令」(DurchfUhrungsverordnung)と 呼

ばれてお り,と くに重要なものとしては,所 得税施行令,賃 金税施行令,法 人税施行令,営 業

税施行令,お よび売上高税施行令がある40)。

形式的意味における法律 もまた法規命令のような実質的意味における法規範 も,「 一般的に

拘束的」(allgemeinverbindlich)性 格 を有する。 したがって,こ れらの法規範は国民,官 庁お

よび裁判所によって遵守されかつ従われなければな らないもの となる。ただ し,そ の際,裁 判

所がある法規範を違法 とみなすときは,当 該法規範について,は た して正式の法律が問題 とな

っているのか,あ るいは法規命令が問題 となっているのかが区別 されなければならない。正式

の法律は,そ れが憲法に違反す るときにのみ,違 法 となりうる。これにたいして,法 規命令 は,

それが憲法に違反するときだけでなく,そ れが基礎 とする正式の法律に違反するときにも,違

法 とな りうる。後者の事例の方が,憲 法に違反す る場合 よりはるかに多いといわれている。法

規命令 という規範が正式の法律 に違反するかどうかは,そ の決定のために招集される裁判所 に

よって,そ れゆえ,税 務上の事案においては,財 政裁判所 または連邦財政裁判所によって確定

されることになる41)。

さらに,ド イツ連邦共和国は,多 くの外国と二重課税を回避するための協定(「 二重課税防

止協定」(Doppelbesteuemngsabko㎜en))を 縦 している。この協定は,納 篠 瀦 の所得

39)Ebd.,S.28.

40)Ebd.,S。29.

41)Ebd.,S,29-30.
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また は財 産 が 内 国 に お い て も,ま た外 国 に お い て も課 税 さ れ る とい う こ と を防 止 し よ う とす る

も の で あ り,さ ら に ま た,他 の 締 約 国 に お い て 支 払 わ れ た 税 金 の 「合 算 も し く は 控 除 」

(Anrechnung)に よ っ て二 重 課 税 を緩 和 も し くは 除 去 す る こ と を 目的 と す る も の で あ る 。 二 重

課 税 防 止 協 定 は 国 際 法 上 の 条 約 で あ る 。 そ れ は 連 邦 立 法 者 の 「同 意 を 要 す る 法 律 」

(Zustimmungsgesetz)に よ っ て は じめ て 「内 国 法 と し て の 形 式 要 件 」(innerstaatliche

Rechtsfo㎜quali圃 を満 た す こ とに な る(基 本 法 第59条)。 こ う して協 定 を国 内 法 へ 変 換 す る

こ と に よ っ て,二 重 課 税 防 止 協 定 は形 式 的 意 味 に お け る法 律 と な る42)。

さ て,こ の よ う な 状 況 の も とで 異 論 が 生 じる の は,は た して,租 税 法 に お い て 「慣 習 法 」

(Gewohnheitsrecht)が 成 立 し うる か 否 か とい う点 に 関 して で あ る 。 慣 習 法 は 絶 え ざ る慣 行 に

よ って 形 成 され た 「不 文 の 法 規 範 」(ungeschriebeneRechtsnormen)か ら成 る。 さ らに,そ の

際,時 間 の経 過 と と もに,そ の 慣 行 が 当 然 の こ と に な る(dieObungseirechtens)と い う確 信

が 一 般 に 形 成 さ れ て い な け れ ば な ら な い 。 しか し,こ の 点 に 関 して は,文 献 で は 一 致 して,

「税 創 造 的 」(steuerschaf[enden)慣 習 法 の 成 立 の 可 能 性 が 否 定 され て い る 。 す な わ ち,追 加 的

な 税 構 成 要件 は慣 習 法 に よ っ て は発 生 しえ な い とい う点 で,文 献 上,一 致 が み られ る とい う こ

とで あ る。 こ れ に た い して,「 税 を減 少 さ せ る慣 習 法 の 発 生 」(Entstehensteuermindernden

Gewohnheitsrechts)は,若 干 の 論 者 に よ って,可 能 とみ な され て い る 。 連 邦 財 政 裁 判 所 の 判

決(た とえ ば,1963年6月27日 付,1980年1月22日 付,お よ び1983年11月23日 付 の 判 決)に

も こ う した見 解 を認 め る こ とが で きる の で あ る43)。

こ う した連 邦 財 政 裁 判 所 の慣 習 法 に たい す る 立 場 は,と くに,ド イ ツ に お け る 会 計 制 度 の性

質 を考 察 す る と きに 重 要 な意 味 を有 す る もの と考 え られ る 。 つ ま り,会 計 制 度 を構 成 す る 「実

務 慣 行 」 が,内 容 的 に,「 税 減 少 的 」 性 質 を有 して お り,連 邦 財 政 裁 判 所 の 判 決 が そ れ を正 当

化 して い る こ と は,「 会 計 実 務 」 を 分 析 す る際 に 注 意 して お く点 で あ る よ う に お もわ れ る の で

あ る 。

(2)行政規則

「行政規則」(Verwaltungsvorschriften)は,法 律 を適用する場面および行政組織の問題に

関わるものであ り,行 政の上位 にある階層から下位の官庁 に向けて発布 される規則である。連

邦の最上位 にある階層は連邦政府であ り,連 邦の州のそれは各州の政府 となる。 したがって,

連邦政府は,連 邦独 自の行政すべての面について,行 政規則を発布する最高の権限を有するこ

とになる(基 本法第86条)。 同様のことは,原 則的には,州 政府にたい してもそれぞれの州内

42)Ebd.,S.30.

43)Ebd.,S.30.
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において適用 される44)。 しか し,州 の税務当局によって管理 される租税(そ の全部 または一

部は連邦にも流入す るのであるが)に 関 しては,特 殊 な問題が生 じる。すなわち,基 本法第

85条 第2項 には,連 邦政府は連邦参議院の同意を得て一般的な行政規則 を発布することがで き

ると規定されており,こ れが多数の連邦統一的な行政規則にたいす る法的根拠 となってお り,

これに基づいて,ほ とんどすべての重要な租税法 にたいする 「租税準則」(Steuerrichtlinie)

が発布 されているのである。こうしたものとして,と くに,所 得税準則,賃 金税準則,法 人税

準則,財 産税準則,土 地税準則,営 業税準則および売上高税準則をあげることがで きる。これ

らの租税準則は,法 の発展 に合わせて,数 年の間隔で改定 されるので,こ れら準則には年数が

付けられている。たとえば,1990年 所得税準則とか1993年 財産税準則 というようにである45)。

こうした行政規則すべてについて問題 となるのは,そ れが法律ではない ということである。 し

たがって,行 政規則はすべての者にとって拘束的な法規範 とはならない。「行 政規則はたんに

行政機関だけを拘束するにす ぎず,納 税義務者および裁判所 を拘束する ものではない。」46)の

である。

(3)判決

租税裁判所の決定は,財 政裁判所規則第110条 第1項 によ り,当 該訴訟手続に参加 している

者,す なわち,原 告 と被告 を拘束するにす ぎない。それゆえ,そ こでの決定は,「 一般的な拘

束力」(allgemeineBindungswirkung)を もつものではないのである。 このことは,税 務当局

が財政裁判所 または連邦財政裁判所の判決 を,た だその決定が下 された個別の事案に関しての

み,適 用 しなければならないことを意味 している。 したがって,そ れを他の同様な事案に適用

してはならないことになる。財政裁判所 も,他 の個別の事案における連邦財政裁判所の決定に

は拘束 されないのである。 しか し,決 定がたんに個別事案にたい してだけ拘束的であるとして

も,判 決が全体 としてなお租税法のいっそうの発展にとって,さ らにまた,税 理士の実践的業

務 と税務当局にとり,き わめて大 きな重要性 をもっていることも否定で きないのである。この

ことは,と くに,連 邦財政裁判所の決定についていえることである。「通常,税 務当局は連邦

財政裁判所の決定を,同 様の事案が生 じた場合に,た だちに適用する」47)か らである。

44)Ebd.,S.30.

45)Ebd.,S.3431.

46)Ebd.,S.31,し か し,こ れ は,い わ ば建 前 上 の ことで あ っ て実 際 は 納税 義 務 者 を拘 束 して い る点 に注 意 す る

必 要 が あ る。 この 点 の 詳細 に つ い て は,千 葉 修 身,『 現代 ドイ ツ原 価 計 算 制 度論 」(1996年,森 山書 店)第

8章 を参 照 され た い。

47)Ebd.,S.31.
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(4)文献

課税の過程に関与するすべての者にとって大 きな意義を有 しているのが,税 務に関する文献

である。この関連でとくに強調 しなければならないのは,「専 門雑誌」(Fachzeitschriften)と

「注釈書」(Kommentare)で ある。前者は課税の領域 における急激な発展 についての情報を得

る目的と同時にそれについての批判的意見 を知るうえで必要なものであ り,ま た後者は税法上

の事案の解決にとってしば しば不可欠の もの となる。そのなかでは裁判所の決定や行政規則も

検討されてお り,し か も,そ れらにたいする批判的立場 も示 されているのである。さらに,立

法,行 政および司法当局は,そ の行動において,こ れら文献の内容や注釈にも強い影響 を与え

ていると同時に,逆 に,こ れら三権 もかな りの程度,関 係文献 によって影響 されていることも

否定で きないのである。すでに多 くの租税法,税 務行政規則および財政裁判所の判決が,そ う

した文献における批判的見解 に基づいて変更 されているのである48)。

皿.課 税の実施

課税を実施する際には,ま ず,納 税義務者 とこの者の課税基礎が明 らかにされなければなら

ない。そのためにとられる手続が 「税務調査手続」(Emlittlungsverfahren)と 呼ばれるもので

ある。こうした調査手続 につづいて,「税負債」(Steuerschuld)の 確定が問題 となる。そのた

めの方法が 「確定方法」(Festsetzungsverfahren)と 呼ばれている。これによって,納 税義務

者 と同様 に税務官署にたいして も,税 負債が拘束的に確定 される。この確定の後に,税 負債の

徴収がおこなわれるのである。 これが どのようにお こなわれるかを規律 しているのが,「 徴収

手続」(Erhebungsverfahren)で ある49)。

税負債を負 う者がその支払義務を果たさないときは,税 務官署はその税負債の強制的な取立

てをおこな う。それは 「執行措置」(Vollstreckungsm鴻nahmen)を つ うじておこなわれる。

その際,税 務官署の措置 によって納税義務者が不当に扱われたと感 じたときは,そ うした措置

か ら身を守ることができなければならない。そのために適用 される法律上の救済手段が用意さ

れている。ただ し,納 税義務者が誤った申告によって,故 意 にかあるいは軽率 にか,税 負債を

縮小 したとするならば,こ の者は,そ の他の前提が存在 しているときは,税 務上の犯罪行為ま

たは秩序違反を犯 したものとみなされる。 これに関 しては,税 務上の罰則規定 または過料規定

が設けられている50)。

48)Ebd.,S.32.

49)Ebd.,S.33.

50)Ebd.,S.33.
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以 下,こ れ らの 事 柄 に つ い て み る こ とに す る。

(1)税務調査手続

この手続は,租 税の測定にとり基準 となる,法 的および実質的な諸関係 という課税基礎の調

査のためにとられる。それは 「検査原則」(Untersuchungsgrundsatz)に よって支配 されてい

る。すなわち,こ の原則は,租 税公課法第88条 に規定 されているものであ り,財 政官庁は職

務上事実関係 を調査 しなければならず(租 税公課法第88条 第1項),さ らにその際,財 政官庁

は個別の事案に とり重要 なすべての,し たがって また当事者にとり有利な状況 も考慮 しなけれ

ばな らない(租 税公課法第88条 第2項),と いうことを内容 としている。 こうした調査手続は,

財政官庁の内部においては,個 別の事案にたいして管轄を有する税務官署によっておこなわれ

る。それゆえ,こ の点に関 しては,上 級財政管理局 もまた連邦大蔵省 も,あ るいは州大蔵省 も

管轄権 をもたないことになる。なお,税 務官署はそこで管理されているすべての納税義務者に

たい して 「租税番号」(Steuemummer)を 付与する。これは書面のや りとりに際 しての参照番

号 として用いられる51)。

税務調査の実施にあたっては,税 務官署はしば しば他の官庁に協力を求める。このような措

置は,と くに,潜 在的なすべての納税義務者の把握 に関してとられる。これとの関連でとくに

重要なのは,租 税公課法弟136条 により,届 出官庁(住 民登録官署)は 届出義務のあるデータ

(たとえば,住 民の転入 ・転出)を 税務官署 に通知する義務を負 っているのである52)。

税務官署は納税義務者の協力なしには,通 常は,税 務上の重要な事実関係 を調査することは

できない。そこで,租 税公課法は第90条 第1項 において,納 税義務者に,事 実関係の調査に際

しての協力を義務づけている。 ここではと くに,最 も重要とおもわれる 「納税申告書の提出」

(AbgabevonSteuererkhung)に ついてだけ取上げることにする。

納税申告書の提出義務については,租 税公課法第149条 第1項 により,個 別の租税法によっ

て規定される。たとえば,売 上高税の納税申告書の提出については,売 上高税法第18条 第3項

によ り,原 則的には,す べての 「企業者」(Unternehmer)は 当該暦年の経過後,こ の期間に

ついての売上高税の納税申告書を提出 しなければならないとされている。その際,こ の申告書

については,原 則的には,暦 年経過後に税務官署か ら納税義務者 に送付 される 「正式の納税 申

告書」(amtlicheErklamngsvordrucke)を 用いなければならないとされている53)。

納税義務者が納税申告書の提出義務を果たさないとき,あ るいはその提出を遅 らせたりする

51)Ebd,,S.31-32.

52)Ebd。,S.34.

53)Ebd.,S.34.
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と き は,税 務 官 署 は こ の 者 に た い して 「遅 延 追 徴 金 」(Versp註tungszuschlag)を 課 す こ とが で

きる(租 税 公 課 法 第152条 第1項)。 た だ し,こ の 追 徴 金 は確 定 税 額 の10パ ー セ ン トを超 え て

は な らず,10,000ド イ ツ ・マ ル ク を も っ て最 高 限 度 と され て い る(租 税 公 課 法 第152条 第2項)。

な お,税 務 調 査 手 続 の事 後 的 措 置 と して,納 税 義 務 者 が過 去 に お い て そ の租 税 測 定 基 礎 を法 律

に した が っ て 算 出 しか つ 申告 した か につ い て,税 務 官 署 は事 業(営 業,農 林 業 お よび 自 由 業)

を営 む納 税 義 務 者 に た い して 「外 部 検 査 」(AuβenprUfung)お こ な う こ とが 許 さ れ て い る。 こ

れ は,税 務 検 査 規 則 第2条 第1項 に した が っ て,「 税 務 検 査 」(BetriebsprUfung)と 呼 ば れ て い

る54)。

(2)確定 お よび 決 定 手 続

税 負 債 は,租 税 法 が 給 付 義 務 と結 び つ け て い る構 成 要 件 の実 現 を も って,発 生 す る(租 税 公

課 法38条)。 しか し,こ の 納 税 請 求 権 は,税 務 官 署 に よ る 「租 税 の確 定 」(Steuerfestsetzungs-

verfahren)に よ っ て は じめ て 具 体 化 さ れ る の で あ る(「 租 税 確 定 手 続 」(Steuerfestsetzungs-

verfahren)。 そ して こ う し た租 税 の 確 定 が な さ れ た 後 に,税 債 務 者 の 「支 払 義 務 」(Zahlungs-

verpnichtung)が 生 じる の で あ る。 そ の 際,租 税 は ,原 則 的 に は,税 務 官 署 に よ る 「税 額 査 定

書 」(Steuerb,scheid)に よ っ て確 定 され る(租 税 公 課 法 第155条 第1項 第1文)。 税 額 査 定 書 は,

原 則 的 に は,「 書 面 を も っ て 」(schriftlich)交 付 さ れ な け れ ば な ら な い(租 税 公 課 法 第157条

第1項 第1文)。 こ の 税 額 査 走 書 に は,「 確 定 さ れ た 税 」(festgesetzteSteuer)が 種 類 お よ び金

額 別 に記 載 さ れ,か つ,そ の税 を誰 が 負 っ て い る か が 記 載 され て い る(租 税 公 課 法 弟157条 第

1項 第2文)。 な お,租 税 確 定 の 期 限(4年,た だ し,関 税 お よ び消 費 税 は1年)が 経 過 した 場

合 に は,「 確 定 の 消 滅 時 効 」(Festsetzungsv的ahrung)が 成 立 す る55)。

こ う した税 務 調 査 手 続 の 結 果 と して,課 税 基 礎 が 確 定 す る。 この 調 査 手 続 に よ っ て
,納 税義

務 者 に よ っ て提 出 され た 納 税 申 告 書 との 差 異 が 認 め られ な い と きは,こ の 課 税 基 礎 が そ の ま ま

申告 書 か ら税 額 査 定 書 に引 継 が れ る。 また,税 務 官 署 が 課 税 基 礎 を調 査 す る こ とが で き な い と

き(た と え ば,納 税 義 務 者 が 納 税 申告 書 を提 出 して い な い場 合,収 入 ・支 出 の 記 録 を と っ て い

な い場 合,帳 簿 記 帳 をお こ な っ て い な い場 合)は,租 税 公 課 法 弟162条 に した が っ て,税 務 官

署 が 課 税 基 礎 を 見 積 も ら な け れ ば な ら な い 。 この 場 合,税 額 査 定 書 に は,「 租 税 公 課 法 弟162

条 に した が っ た 見 積 り」(Schatzunggem.§162AO)と い う付 記 が つ け られ る。 租 税 の種 類 が

多 い 場 合 に は,個 別 の 租 税 法 の規 定 に よ り,「 年 度 税 負 債 」(Jahressteuerschuld)に 基 づ い て,

前 払 額 が 確 定 さ れ る。 こ れ は 「前 払 査 定 書 」(Vorauszahlungsbescheide)を 用 い て お こ な われ

54)Ebd.,S.34-35.

55)Ebd.,S。35.
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る。 これは租税公課法にいう税額査定書に属 し,か つ,そ の規定に服する。今 日では,こ の前

払査定書 を含む税額査定書は,通 常,電 算機 を用いて作成されている56)。

税額査定書か ら区別 されなければな らないのは,「 決定査定書」(Feststellungsbescheide)

である。確定 した租税の種類および金額が税額査定書の構成要素 となる(租 税公課法第157条

第1項)一 方,決 定査定書には税額は含まれていない。そこではただ,課 税基礎が区別 して決

定 されているにすぎないのである(租 税公課法第179条 第1項)。 なお,税 額査定書 と決定査定

書 の 他 に,物 税 す な わ ち営 業 税 と土 地 税 の 確 定 基 礎 と して,「 被 課 税 査 定 書 」

(Steue㎜eBbescheide)力 書用いられている57)。

(3>徴収手続

さて,こ うした税額査定書に基づいて,国 庫の税請求権 を履行するために,租 税の 「徴収手

続」(Erhebungsverfahren)が とられる(租 税公課法第218条 第1項)。 税務官署がこの税請求

権の履行 を要求 しうるのは,そ れぞれの税負債の発生の時点で もまた確定の時点でもなく,そ

の支払期 日が到来 した時点においてである。租税の支払期 日については,租 税公課法弟220条

第1項 により,個 別の租税法によって規定 されている。

税負債 は,租 税公課法弟47条 にしたがって,「支払い」(Zahlung),「 相殺」(Aufrechnung),

「免 除」(ErlaB)お よび 「支払 いの時効」(Zahlungsverjahrung)に よって,「 消滅する」

(erloschen)。 このなかで最 も多い事例は,支 払いによる消滅である。 ここでは,必 ず しも現

金 による支払いがおこなわれる必要はない。「郵便支払指 図」(Postanweisung)で あれ,「振込

み」(Oberweisung)を つうじてであれ,支 払期 日までに,税 負債の金額が税務官署の勘定 に

「入金記入」(gutgeschrieben)さ れれば,支 払が なされてものとみな される(租 税公課法第

224条 第2項)。 一方における国庫の納税請求権と他方における納税義務者の反対請求権 との相

殺 も,同 様 に,税 負債の消滅につながる(た だし,租 税公課法第226条 の前提 を満た している

ものとす る)。 さらに,財 政官庁 は,税 負債の取立 てが 「不当」(unbillig)と みなされるとき

は,納 税請求権の全部または一部 を免除することができる(租 税公課法第227条 第1項)。 そ し

て税負債の消滅理由の最後のもの として,支 払いの時効がある。時効期間は5年 とされている

(租税公課法第228条)。 支払いの時効が成立 した後に納税義務者が税負債の支払いをおこなっ

た場合には,税 務官署はその支払 らわれた金額を返済 しなければならない。 というのは,そ の

支払いが法的根拠なしにおこなわれたからである58)。

56)Ebd.,S.35.

57)Ebd.,S.36.

58)Ebd.,S.37.
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納 税 期 日が 到 来 して い る に もか か わ らず,ま た そ の 後 の 監 促 に もか か わ らず,税 債 務 者 が 税

債 務 の 支 払 い を お こ な わ ない と き は,税 務 官 署 は,租 税 公 課 法 第249条 乃 至 第346条 に した が

って,「 強 制 執 行 の措 置 」(VollstreckungsmaBnahmen)を とる こ とが で き る。 この 執 行 措 置 は

管 轄 を有 す る 税 務 官 署 の 「執 行 部 所 」(Vollstreckungsstelle)に お い て お こ な わ れ る 。 強 制 執

行 の 対 象 と な る物 と して は,「動 産 」(beweghchesVem16gen)(た と え ば,事 務 用 機 器 ・備 品 お

よ び車 両 運 搬 具)が 最 も多 い と い わ れ て い る。こ れ らが 管 轄 を有 す る税 務 官 署 に よ っ て 差 押 さ

え られ,そ して公 の 競 売 にか け られ るの で あ る(租 税 公 課 法 第281条 お よ び第296条 第1項)59)。

(4)法律上の救済手続 きおよび控訴手続

納税義務者の権利 を保護するために,法 律上の救済と控訴 という措置が講 じられている。こ

れを用いることによって,納 税義務者は自らにたい してとられた財政官庁の措置,い わゆる

「税務行政行為」(Steuerverwaltungsakt)(た とえば,税 額査定書の確定や遅延追徴額の確定)

の 「合法性」(Rechtsma偲igkeit)を 審査 させることがで きる。法律上の救済については,「裁

判外の事前手続」(auBergerichtHchesVorverfahren)に おいても,ま た,財 政裁判権の 「裁判

以前の手続」(VerfahrenvordenGehchten)に おいても存在する。これにたいして,控 訴は裁

判所の判決およびその他の決定 にたい して向け られるものであ り,そ れゆえ,「 財政裁判権」

(Finanzgerichtsbarkeit)に おいてのみ生 じる。裁判外の事前の手続 とは,納 税義務者の希望に

より,行 政官庁がその行政行為を再度審査 しようとする行政手続であって,裁 判手続ではない。

これによって,納 税義務者が申告書の作成 に際 して,あ るいは,税 務官署が税額査定に際 して

犯 した誤 りについて,こ れを複雑な方法をとらずに訂正することができるのである。この種の

場合に,法 廷での手続 をとることは,か な りの行政費用を伴 うので,裁 判外での手続は財政裁

判所の負担の軽減 と単純化に役立つといわれている60)。

さらに裁判外の救済について,租税公課法はこれを「異議」(Einspruch)と 「抗告」(Beschwerde)

とに分けている。租税公課法第348条 は税額査定書,確 定通知書および被課税額査定書 に関す

る異議の申立 てを規定 してお り,租 税公課法弟349条 第1項 は猶予処分または免除申請の拒絶

に関する抗告 を規定 している。なお,裁 判所の外での事前の手続が失敗 したときにとられる,

財政裁判所にたいする法律上の救済が 「訴」(Klage)と 呼ばれている。この訴については,財

政裁判所法によって規定 されている61)。

租税公課法 には,「広範囲な(と りわけ,脱 税 と軽率 な税の圧縮について)罰 則規定(第369

59)Ebd.,S.37.

60)Ebd.,S。38.

61)Ebd.,S。38.
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条 乃 至 第412条)が 設 け られ て い る 。 ζ の 点 につ い て は,こ こ で は,立 入 ら な い こ と に す る 。

(1996年9月 ・未 完)
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